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１【提出理由】

当社において特定子会社の異動がありましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内

閣府令第19条第２項第３号の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

なお、本臨時報告書は、各異動日に遅滞なく臨時報告書を提出するべきものでしたが、本日まで未提出となっておりま

したものについても、今般、合わせて提出するものであります。

 

２【報告内容】

株式会社UNIVA証券

(1）当該異動に係る特定子会社の名称、住所、代表者の氏名、資本金及び事業の内容

①名称　　　　：株式会社UNIVA証券

②住所　　　　：東京都港区虎ノ門一丁目３番１号

③代表者の氏名：代表取締役社長　稲川健司

④資本金　　　：55,000千円（2026年6月25日現在）

⑤事業の内容　：金融商品取引業

(2）当該異動の前後における当社の所有に係る当該特定子会社の議決権の数及び当該特定子会社の総株主等の議決権に

対する割合

株式会社

①当社の所有に係る当該特定子会社の議決権の数

異動前：903,440個

異動後：903,440個

②総株主等の議決権に対する割合

異動前：100％

異動後：100％

(3）当該異動の理由及びその年月日

①異動の理由　：当社が、2024年３月28日を効力発生日として、資本金の額の減少をおこなったことに伴い、当社

子会社である株式会社UNIVA証券の資本金の額が、当社の資本金の額の100分の10以上に相当し、

当社特定子会社に該当することとなりました。

②異動の年月日：2024年３月28日

 

株式会社ノースエナジー

(1）当該異動に係る特定子会社の名称、住所、代表者の氏名、資本金及び事業の内容

➀名称　　　　：株式会社ノースエナジー

②住所　　　　：札幌市中央区北四条西四丁目１番地３

③代表者の氏名：代表取締役社長　小坂榮成

④資本金　　　：100,000千円（2026年6月25日現在）

⑤事業の内容　：再生可能エネルギー事業

(2）当該異動の前後における当社の所有に係る当該特定子会社の議決権の数及び当該特定子会社の総株主等の議決権に

対する割合

株式会社

➀当社の所有に係る当該特定子会社の議決権の数

異動前：4,790個（間接）

異動後：4,790個（間接）

②総株主等の議決権に対する割合

異動前：78.0％（間接）

異動後：78.0％（間接）

(3）当該異動の理由及びその年月日

①異動の理由　：当社が、2024年３月28日を効力発生日として、資本金の額の減少をおこなったことに伴い、当社

子会社である株式会社ノースエナジーの資本金の額が、当社の資本金の額の100分の10以上に相

当し、当社特定子会社に該当することとなりました。

②異動の年月日：2024年３月28日
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軽井沢エフエム放送株式会社

(1）当該異動に係る特定子会社の名称、住所、代表者の氏名、資本金及び事業の内容

➀名称　　　　：軽井沢エフエム放送株式会社

②住所　　　　：長野県北佐久郡軽井沢町大字軽井沢1178番地1186

③代表者の氏名：代表取締役　鈴木謙太郎

④資本金　　　：100,000千円（2026年6月25日現在）

⑤事業の内容　：放送事業

(2）当該異動の前後における当社の所有に係る当該特定子会社の議決権の数及び当該特定子会社の総株主等の議決権に

対する割合

株式会社

➀当社の所有に係る当該特定子会社の議決権の数

異動前：10,020個

異動後：10,020個

②総株主等の議決権に対する割合

異動前：86.1％

異動後：86.1％

(3）当該異動の理由及びその年月日

①異動の理由　：当社が、2024年３月28日を効力発生日として、資本金の額の減少をおこなったことに伴い、当社

子会社である軽井沢エフエム放送株式会社の資本金の額が、当社の資本金の額の100分の10以上

に相当し、当社特定子会社に該当することとなりました。

② 異動の年月日：2024年３月28日

 

ノースホールディングス株式会社

(1）当該異動に係る特定子会社の名称、住所、代表者の氏名、資本金及び事業の内容

➀名称　　　　：ノースホールディングス株式会社

②住所　　　　：東京都港区虎ノ門一丁目３番１号

③代表者の氏名：代表取締役　宗雪敏明

④資本金　　　：10,000千円（2026年6月25日現在）

⑤事業の内容　：投資業

(2）当該異動の前後における当社の所有に係る当該特定子会社の議決権の数及び当該特定子会社の総株主等の議決権に

対する割合

株式会社

➀当社の所有に係る当該特定子会社の議決権の数

異動前：200個

異動後：200個

②総株主等の議決権に対する割合

異動前：100％

異動後：100％

(3）当該異動の理由及びその年月日

①異動の理由　：当社が、2024年３月28日を効力発生日として、資本金の額の減少をおこなったことに伴い、当社

子会社であるノースホールディングス株式会社の資本金の額が、当社の資本金の額の100分の10

以上に相当し、当社特定子会社に該当することとなりました。また、当社が、2026年４月１日に

増資をおこなったことに伴い、当社子会社であるノースホールディングス株式会社の資本金の額

が、当社の資本金の額の100分の10未満に相当し、当社特定子会社に該当しないこととなりまし

た。さらに、当社が、2026年６月25日を効力発生日として、資本金の額の減少をおこなったこと

に伴い、当社子会社であるノースホールディングス株式会社の資本金の額が、当社の資本金の額

の100分の10以上に相当し、当社特定子会社に該当することとなりました。

②異動の年月日：減資　2024年３月28日

増資　2026年４月１日

減資　2026年６月25日
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株式会社ユニヴァ・フュージョン

(1）当該異動に係る特定子会社の名称、住所、代表者の氏名、資本金及び事業の内容

➀名称　　　　：株式会社ユニヴァ・フュージョン

②住所　　　　：東京都港区六本木一丁目６番１号

③代表者の氏名：代表取締役会長兼社長　稲葉秀二

④資本金　　　：20,000千円（2026年6月25日現在）

⑤事業の内容　：健康食品事業

(2）当該異動の前後における当社の所有に係る当該特定子会社の議決権の数及び当該特定子会社の総株主等の議決権に

対する割合

株式会社

➀当社の所有に係る当該特定子会社の議決権の数

異動前：204個

異動後：204個

②総株主等の議決権に対する割合

異動前：51.0％

異動後：51.0％

(3）当該異動の理由及びその年月日

①異動の理由　：当社が、2024年３月28日を効力発生日として、資本金の額の減少をおこなったことに伴い、当社

子会社である株式会社ユニヴァ・フュージョンの資本金の額が、当社の資本金の額の100分の10

以上に相当し、当社特定子会社に該当することとなりました。また、当社が、2026年４月１日に

増資をおこなったことに伴い、当社子会社である株式会社ユニヴァ・フュージョンの資本金の額

が、当社の資本金の額の100分の10未満に相当し、当社特定子会社に該当しないこととなりまし

た。さらに、当社が、2026年６月25日を効力発生日として、資本金の額の減少をおこなったこと

に伴い、当社子会社である株式会社ユニヴァ・フュージョンの資本金の額が、当社の資本金の額

の100分の10以上に相当し、当社特定子会社に該当することとなりました。

②異動の年月日：減資　2024年３月28日

増資　2026年４月１日

減資　2026年６月25日

 

株式会社エフキューブ

(1）当該異動に係る特定子会社の名称、住所、代表者の氏名、資本金及び事業の内容

➀名称　　　　：株式会社エフキューブ

②住所　　　　：東京都港区渋谷区渋谷一丁目20番28号

③代表者の氏名：代表取締役会長兼社長　稲葉秀二

④資本金　　　：35,000千円（2026年6月25日現在）

⑤事業の内容　：健康食品事業

(2）当該異動の前後における当社の所有に係る当該特定子会社の議決権の数及び当該特定子会社の総株主等の議決権に

対する割合

株式会社

➀当社の所有に係る当該特定子会社の議決権の数

異動前：255個（間接）

異動後：255個（間接）

②総株主等の議決権に対する割合

異動前：51.0％（間接）

異動後：51.0％（間接）

(3）当該異動の理由及びその年月日

①異動の理由　：当社が、2024年３月28日を効力発生日として、資本金の額の減少をおこなったことに伴い、当社

子会社である株式会社エフキューブの資本金の額が、当社の資本金の額の100分の10以上に相当

し、当社特定子会社に該当することとなりました。また、当社が、2026年４月１日に増資をおこ

なったことに伴い、当社子会社である株式会社エフキューブの資本金の額が、当社の資本金の額

の100分の10未満に相当し、当社特定子会社に該当しないこととなりました。さらに、当社が、
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2026年６月25日を効力発生日として、資本金の額の減少をおこなったことに伴い、当社子会社で

ある株式会社エフキューブの資本金の額が、当社の資本金の額の100分の10以上に相当し、当社

特定子会社に該当することとなりました。

②異動の年月日：減資　2024年３月28日

増資　2026年４月１日

減資　2026年６月25日

 

株式会社ユニヴァ・ジャイロン

(1）当該異動に係る特定子会社の名称、住所、代表者の氏名、資本金及び事業の内容

➀名称　　　　：株式会社ユニヴァ・ジャイロン

②住所　　　　：東京都港区六本木三丁目16番35号

③代表者の氏名：代表取締役社長　島津久厚

④資本金　　　：17,564千円（2026年6月25日現在）

⑤事業の内容　：デジタルマーケティング事業

(2）当該異動の前後における当社の所有に係る当該特定子会社の議決権の数及び当該特定子会社の総株主等の議決権に

対する割合

株式会社

➀当社の所有に係る当該特定子会社の議決権の数

異動前：559,600個

異動後：559,600個

②総株主等の議決権に対する割合

異動前：86.95％

異動後：86.95％

(3）当該異動の理由及びその年月日

①異動の理由　：当社が、2024年３月28日を効力発生日として、資本金の額の減少をおこなったことに伴い、当社

子会社である株式会社ユニヴァ・ジャイロンの資本金の額が、当社の資本金の額の100分の10以

上に相当し、当社特定子会社に該当することとなりました。また、当社が、2026年４月１日に増

資をおこなったことに伴い、当社子会社である株式会社ユニヴァ・ジャイロンの資本金の額が、

当社の資本金の額の100分の10未満に相当し、当社特定子会社に該当しないこととなりました。

さらに、当社が、2026年６月25日を効力発生日として、資本金の額の減少をおこなったことに伴

い、当社子会社である株式会社ユニヴァ・ジャイロンの資本金の額が、当社の資本金の額の100

分の10以上に相当し、当社特定子会社に該当することとなりました。

②異動の年月日：減資　2024年３月28日

増資　2026年４月１日

減資　2026年６月25日

 

株式会社ユニヴァ・エナジー

(1）当該異動に係る特定子会社の名称、住所、代表者の氏名、資本金及び事業の内容

➀　名称　　　　：株式会社ユニヴァ・エナジー

②　住所　　　　：東京都港区虎ノ門一丁目３番１号

③　代表者の氏名：代表取締役社長　小坂榮成

④　資本金　　　：30,000千円（2026年6月25日現在）

⑤　事業の内容　：再生可能エネルギー事業

(2）当該異動の前後における当社の所有に係る当該特定子会社の議決権の数及び当該特定子会社の総株主等の議決権に

対する割合

株式会社

➀当社の所有に係る当該特定子会社の議決権の数

異動前：1,000個

異動後：1,000個

②総株主等の議決権に対する割合

異動前：100％
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異動後：100％

(3）当該異動の理由及びその年月日

①異動の理由　：当社が、2026年６月25日を効力発生日として、資本金の額の減少をおこなったことに伴い、当社

子会社である株式会社ユニヴァ・エナジーの資本金の額が、当社の資本金の額の100分の10以上

に相当し、当社特定子会社に該当することとなりました。

②異動の年月日：2026年６月25日

 

株式会社ユニヴァ・テクノロジーズ

(1）当該異動に係る特定子会社の名称、住所、代表者の氏名、資本金及び事業の内容

➀名称　　　　：株式会社ユニヴァ・テクノロジーズ

②住所　　　　：東京都港区六本木三丁目16番35号

③代表者の氏名：代表取締役社長　松延光泰

④資本金　　　：10,000千円（2026年6月25日現在）

⑤事業の内容　：ソフトウェア開発

(2）当該異動の前後における当社の所有に係る当該特定子会社の議決権の数及び当該特定子会社の総株主等の議決権に

対する割合

株式会社

➀当社の所有に係る当該特定子会社の議決権の数

異動前：200個（間接）

異動後：200個（間接）

②総株主等の議決権に対する割合

異動前：100％（間接）

異動後：100％（間接）

(3）当該異動の理由及びその年月日

①異動の理由　：当社が、2026年６月25日を効力発生日として、資本金の額の減少をおこなったことに伴い、当社

子会社である株式会社ユニヴァ・テクノロジーズの資本金の額が、当社の資本金の額の100分の

10以上に相当し、当社特定子会社に該当することとなりました。

②異動の年月日：2026年６月25日

 

株式会社UNIVA RBL

(1）当該異動に係る特定子会社の名称、住所、代表者の氏名、資本金及び事業の内容

➀名称　　　　：株式会社UNIVA RBL

②住所　　　　：東京都港区虎ノ門一丁目３番１号

③代表者の氏名：代表取締役社長　ロヒト バクシ

④資本金　　　：10,000千円（2026年6月25日現在）

⑤事業の内容　：スポーツ事業

(2）当該異動の前後における当社の所有に係る当該特定子会社の議決権の数及び当該特定子会社の総株主等の議決権に

対する割合

株式会社

➀当社の所有に係る当該特定子会社の議決権の数

異動前（会社設立前）：－

異動後（会社設立以降）：102個

②総株主等の議決権に対する割合

異動前（会社設立前）：－

異動後（会社設立以降)：51.0％

(3）当該異動の理由及びその年月日

①異動の理由　：当社子会社である株式会社UNIVA RBLは2025年４月８日に設立されましたが、株式会社UNIVA RBL

の資本金の額が、当社の資本金の額の100分の10以上に相当し、当社特定子会社に該当すること

となりました。また、当社は、2026年４月１日を効力発生日として、資本金の額の増加をおこ

なったことに伴い、当社子会社である株式会社UNIVA RBLの資本金の額が、当社の資本金の額の

100分の10未満に相当し、当社特定子会社に該当しないこととなりました。さらに、当社は、
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2026年６月25日を効力発生日として、資本金の額の減少をおこなったことに伴い、当社子会社で

ある株式会社UNIVA RBLの資本金の額が、当社の資本金の額の100分の10以上に相当し、当社特定

子会社に該当することとなりました。

②異動の年月日：会社設立　2025年４月８日

増資　2026年４月１日

減資　2026年６月25日

 

株式会社UNIVA FIT

(1）当該異動に係る特定子会社の名称、住所、代表者の氏名、資本金及び事業の内容

➀名称　　　　：株式会社UNIVA FIT

②住所　　　　：東京都港区虎ノ門一丁目３番１号

③代表者の氏名：代表取締役社長　八賀晋太朗

④資本金　　　：10,000千円（2026年6月25日現在）

⑤事業の内容　：再生可能エネルギー事業

(2）当該異動の前後における当社の所有に係る当該特定子会社の議決権の数及び当該特定子会社の総株主等の議決権に

対する割合

株式会社

➀当社の所有に係る当該特定子会社の議決権の数

異動前（会社設立前） ：－

異動後（会社設立以降）：102個（間接）

②総株主等の議決権に対する割合

異動前（会社設立前） ：－

異動後（会社設立以降）：51.0％（間接）

(3）当該異動の理由及びその年月日

①異動の理由　：当社子会社である株式会社UNIVA FITは2025年10月１日に設立されましたが、株式会社UNIVA FIT

の資本金の額が、当社の資本金の額の100分の10以上に相当し、当社特定子会社に該当すること

となりました。また、当社は、2026年４月１日に増資をおこなったことに伴い、当社子会社であ

る株式会社UNIVA FITの資本金の額が、当社の資本金の額の100分の10未満に相当し、当社特定子

会社に該当しないこととなりました。さらに、当社は、2026年６月25日を効力発生日として、資

本金の額の減少をおこなったことに伴い、当社子会社である株式会社UNIVA FITの資本金の額

が、当社の資本金の額の100分の10以上に相当し、当社特定子会社に該当することとなりまし

た。

②異動の年月日：会社設立　2025年10月１日

増資　2026年４月１日

減資　2026年６月25日

 

株式会社ユニヴァ・ペイキャスト

(1）当該異動に係る特定子会社の名称、住所、代表者の氏名、資本金及び事業の内容

➀名称　　　　：株式会社ユニヴァ・ペイキャスト

②住所　　　　：東京都港区六本木三丁目16番35号

③代表者の氏名：代表取締役社長　中尾周平

④資本金　　　：53,600千円（2026年6月25日現在）

⑤事業の内容　：決済業

(2）当該異動の前後における当社の所有に係る当該特定子会社の議決権の数及び当該特定子会社の総株主等の議決権に

対する割合

株式会社

➀当社の所有に係る当該特定子会社の議決権の数

異動前：0個

異動後：2,172個

②総株主等の議決権に対する割合

異動前：0％
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異動後：93.32％

(3）当該異動の理由及びその年月日

①異動の理由　：当社は、2026年６月22日に株式会社ユニヴァ・ペイキャストを子会社化することを決議し、2026

年７月１日に株式会社ユニヴァ・ペイキャストを子会社化する予定ですが、当社が2026年６月25

日を効力発生日として、資本金の額の減少をおこなったことにより、当社子会社となる予定であ

る株式会社ユニヴァ・テクノロジーズの資本金の額が、当社の資本金の額の100分の10以上に相

当し、当社特定子会社に該当する予定です。

②異動の年月日：2026年７月１日（予定）

 

以　上
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